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第1章 定期報告

本章に定める本庁への定期報告は、申請書の写し等を送付する必要のあるものを除き、原則

として入管WANにより送付する。

第1節 出入国審査関係

第1 過誤査証（別記第6号様式及び別記第7号様式）

1 在外公館において適正な手続により発給された査証について、査証の種類と入国目的が

合致しないもの、査証に記載される滞在期間が施行規則に定める在留期間と異なるもの、

シールスタンプが押印されていないもの、法務省と協議の上発給されるべき査証に関し外

務省又は在外公館限りで発給されているものその他査証発給に関し過誤があると認められ

るもの（外務省からあらかじめ当該過誤の訂正依頼があったものを除く。）については、

過誤査証報告書（別記第6号様式）を作成する。

2 地方局等の長は､上記1の報告書を作成したものについて､管下出張所分をとりまとめ、

1か月分を過誤査証一覧表（別記第7号様式）により翌月10日までに報告する。

（注）別記第6号様式については本庁への送付は要しない。

第21 1

第2節 就労資格関係

第1 「技術・人文知識・国際業務」及び「特定活動（告示第46号）」に係る統計表の作成

（別記34号様式）

「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する

規定（令和5年文部科学省告示第53号）」第2条に定める文部科学大臣による認定を受け

た専修学校の専門課程の学科を修了した者（以下「認定学科修了者」）に係る在留諸申請の

実績を把握する必要があるため、別添統計表を使用して「技術・人文知識・国際業務」及び

「特定活動（告示第46号）」に係る認定学科修了者の取扱いによる処分件数を各月ごとに

取りまとめ、翌月10日までに入管WANメールで報告すること。

（注）当該月に該当する案件がなかった場合は、該当案件なしとして報告する。
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第3節 留学関係

第1 日本語教育機関に係る在留資格認定証明害交付状況調査票（別記第13号様式）

地方局等の長は、日本語教育機関（留学告示別表第1掲載機関及び留学のための課程と

して文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関）に係る在留資格認定証明書交付状況に

ついて、管下出張所分を含めて教育機関別に集計し、調査票を添付の上、各学期の始まる

月の前月までに報告する（別記第13号様式を使用して報告する）。

第2 教育機関の選定結果・重点調査対象校指定報告書（別記第14号の1様式、第14号の

2様式及び第15号様式）

1 教育機関の選定

第12編第2章第21節第2の3（3）及び本庁からの事務連絡等に基づき選定作業を

実施する。

2 選定結果の本庁報告

地方局等の長は、次について報告する。

（1）各地方局等ごとに選定作業を行い､選定結果等について、「教育機関の選定結果報告」

（別記第14号の1様式及び第14号の2様式）及び「問題在籍者名簿」（第12編別

記第2号様式の1～2）により本庁に報告する。

（注1）大学（に準ずる機関）、短期大学及び高等専門学校に係る選定結果については、

別記第14の1号様式により報告すること。

（注2）専修学校、各種学校、日本語教育機関（留学告示別表第1掲載機関及び留学のた

めの課程として文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関)並びに設備及び編制

に関して各種学校に準ずる機関（留学告示別表第4掲載機関）に係る選定結果につ

いては、別記第14号の2様式により報告すること。

（2）選定時期以外において、適正校の要件を満たさないこととなり、その在籍管理状況か

ら所属する留学生について1年又は6月に一度在留状況を確認する必要があると認め

－2‐
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られた場合は、「教育機関の重点調査対象校指定報告」（別記第15号様式）により、

随時、本庁に報告する。

第4節 技能実習関係

第1 地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況（別記第27号様

式）

地方局等の長は、地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間で情報提供を行っ

た件数について、その種類ごとに1か月分を翌月10日までに報告する。

第2 技能実習生に対する出国意思確認の状況（別記第28号様式）

地方局等の長は、技能実習生に対する出国意思確認（第6編第3章第1節第3の7）の

結果について、管下出張所分を取りまとめた上、1か月分を翌月15日までに報告する。

第5節 特定技能関係

第1 特定技能外国人に対する出国意思確認の状況（別記第30号様式）

地方局等の長は､特定技能外国人に対する出国意思確認(第6編第3章第1節第3の7）

の結果について、管下出張所分を取りまとめた上、1か月分を翌月15日までに報告する。

第2 特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないこと

‐を理由とする在留諸申請不許可等件数（別記第31号の1様式から同第31号の3様式ま

で）

地方局等の長は、特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵

守していないことを理由として在留諸申請を不許可等にした件数について、管下出張所分

を取りまとめた上で、1か月分を翌月10日までに報告する。

第3特定技能外国人が社会保険（国民健康保険又は国民年金保険）及び租税に関する法令の

規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数（別記第32号の1及び同

第32号の2号様式）

地方局等の長は、特定技能外国人が社会保険（国民健康保険又は国民年金保険）及び租税

に関する法令の規定を遵守していないことを理由として在留諸申請を不許可とした件数

について、管下出張所分をとりまとめた上で、1か月分を翌月10日までに報告する。

第4 指導勧告書交付件数（別記第33号の1様式から同第33号の3様式まで）

－3‐
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地方局等の長は、指導勧告書を交付した件数及びその内訳について、管下出張所分をと

りまとめた上で、1か月分を翌月10日までに報告する。

第6節 その他

｢指定医の状況」については第6編第1章第7節第2参照。

第2章 随時報告

第1 上陸審査・口頭審理情報（速報版）（別記第23号様式）

空・海港における上陸審査及び口頭審理に従事する入国審査官及び特別審理官が日々新

たに発生し､‘又は変化する情報をいち早く入手し、業務の適正かつ厳格な処理に役立たせ

ることを目的とする。

1 対象となる情報・資料

他人名義旅券、偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案、不法就労を

目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向等について、自庁及び他庁の入

国審査官・特別審理官に周知せしめるべき情報・資料

2 作成の方法 一

(1)所定様式に所要の事項を記載し、必要に応じ関連する写真等の資料を添付する。

（2）情報等を入手した入国審査官又は特別審理官が作成し、首席審査官又は出張所長が決

裁するなど情報の迅速伝達を図る。

3 伝達・送付方法

（1）送付先・送付方法

地方局等又は出張所で作成した速報版は､本庁並びに地方局等及び空港出張所(広島、

福岡、那覇、仙台、千歳苫小牧）にファクシミリをもって送付するとともに、入管WAN

に掲載する。

（注）事案に応じて関係する出張所にも送付する。

（2）送付を受けた地方局等又は出張所の長は、当該速報版の内容を上陸審査・口頭審理に

従事する職員全員に周知する。

（3）偽変造文書に関する情報について、必要と認める場合は、成田空港、中部空港、関西

空港又は羽田空港支局の偽変造文書対策室に画像を送付する。

第2 慎重審査対象船舶の指定及び解除

第15編第2章参照。

〆

し

－41‐



第5編 本庁報告

第3 特定技能関係

1 欠格事由の認定等の通知事案

地方局等は、特定技能所属機関に対し、欠格事由に該当すると認められる旨通知した場

合には、入管WANメールにより、欠格事由の認定に係る意見書を添付の上、速やかに本

庁へ報告する。

2 特定技能外国人に係る死亡事案

地方局等は、特定技能外国人の死亡事案が発生した場合は、第9編の2第4章第4節の

2第1の1（4）ウ（ア)c(b)に規定するところにより、直ちに本庁へ報告する

’第4

｜

’ ’

ン
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第3章 様式

別記第1号様式 （削除）

別記第2号様式 （削除）

別記第3号様式 （削除）

別記第4号様式 （削除）

別記第5号様式 （削除）

別記第6号様式 ‘ 過誤査証報告書

別記第7号様式 過誤査証一覧表

別記第8号様式 （削除）

別記第9号様式 （削除）

別記第10号様式 （削除）

別記第11号様式 （削除）

別記第12号様式 （削除）

別記第13号様式 日本語教育機関に係る在留資格認定証明書交付状況調査票

別記第14号の1様式 教育機関の選定結果報告（大学・短期大学・高等専門学校）

別記第14号の2様式 教育機関の選定結果報告（専修学校・各種学校・日本語教育機関）

別記第15号様式 、 教育機関の重点調査対象校指定報告

別記第15号の2様式 （削除）

別記第16号様式 （削除）

別記第17号様式 （削除）

別記第18号様式 （削除）

別記第19号様式 （削除）

別記第20号様式 （削除）

別記第21号様式 （削除）

別記第21号の2様式 （削除）

別記第22号様式

別記第23号様式 卜陸審査・口頭審理情報（速報版）

別記第24号様式 （削除）

別記第24号の2様式 （削除）

別記第25号様式 （削除）

別記第26号様式 （削除）
I

‐6－
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別記第26号の2様式 （削除）

別記第27号様式 地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状

況

別記第28号様式 技能実習生に対する出国意思確認の状況

別記第29号様式 （削除）

別記第30号様式 特定技能外国人に対する出国意思確認状況

別記第31号の1様式 特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を

遵守していないことを理由とする在留資格認定証明書交付申請不交付

件数

別記第31号の2様式 特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を

遵守していないことを理由とする在留資格変更許可申請不許可件数

別記第31号の3様式 特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を

遵守していないことを理由とする在留期間更新許可申請不許可件数

別記第32号の1様式 特定技能外国人が社会保険（国民健康保険又は国民年金保険)及び租

税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留資格変

更許可申請不許可件数

別記第32号の2様式 特定技能外国人が社会保険（国民健康保険又は国民年金保険)及び租

税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留期間更

新許可申請不許可件数

別記第33号の1様式 違反内容別の特定技能所属機関に対する指導勧告書交付件数

別記第33号の2様式 特定産業分野別の特定技能所属機関に対する指導勧告書交付件数

別記第33号の3様式 違反内容別の登録支援機関に対する指導勧告書交付件数

別記第34号様式 統計表（「技術・人文知識・国際業務」及び「特定活動（告示第46

号）」関係）

別記第35号様式 「 ■■

P

-7－



(別記第6号様式）

過誤査証報告書

氏 名国 籍

(男・女）生年月日

発給公館査証番号

査証発給日外 公 就 通 短 一 特 渡査証区分

力月間有効有効期間一回・二回・数次杳証種類

査証官署名査証内容

杳証上の

滞在期間
クリアランス |NIo

在留資格
認定証明書

上陸許可

年月日
NIo

過誤内容

処理結果

査証内容については! as temporaly visitor等配入すること。
過娯内容については，具体的に記入すること。

処理結果については，在留資格等具体的に記入すること。

(注）1

2

3
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■■凸■■‐ｌ‐‐‐■‐‐‐‐■１１．■‐１１１■‐■‐‐■‐ご‐ごｌ‐‐ｌ‐■Ｉ且‐‐ｌｑｉｌＩ‐ｌ‘ｌｕＩｌｌｌｌｌｌｌゴ

ー一一宇ロロ凸宇・■』一二二一》二二己

一 一 一 一 口 。 』 弓 一 ■ 軍 ロ ■ 一 ・ 一 』 一 口

』》』』・一』毎阜宇・一宇』・■Ｐ一《

邑早二・一」一口一・・』や早口『『・■

』”→・・二・幸・ロー与画一一垂一』二

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 ｝ 一 ｝ 四 手 一 一

全■■一口二・一・・画三画一一●二宮□

一 一 号 一 一 一 再 』 一 一 二 』 わ 一 ・ ■ 】 酉 画

一』二・口凸師』■寺一画』一・・一■』

一■勺・一■■』・■■一凸一・℃一二占

己■画一一口■ロ一○】二画一・■守山』

一口。。』・曹己・甲一・口一・口字一画

一旬．・・・・』国字口・一』一一一回一

・ロヰー甲一一一■→二．画一■巳宇』今

・一一一一一一一・』・■《一・一一一二

－
－

－
－

＝
画

＝
ロ
ー

q■
｡

‐
○

四
｡
■

ロ
ー

旬
ご
●

■
■

■
■

旬
｡

■
b
ﾛ
■
ー

＝
ﾛ
■
｡
■

｡
ー
｡
■

■

■
■■

■
屯

｡■
ー

＝
＝

｡■
＝

ﾛ■
■

『ｌ‐ ■ ‐ 『 ● ■ 。 幸 ● 屯 ■ 。 □

阜口■■曲争■”』ロ

ロ画一や■『宇口

むめ■』”■己申■』■

幸 』 』 ⑤ ■ 戸 ■ ■ 字

句■■』■一口字口

中■』卓一一一句や口

卑■○口■■

毎』》■一○■》一戸》

『口■』や■一再

ロ■『一幸』一■

己己壺◆●一ロ

ーロローロ■守口口

口ロー■■

→■■色 や■』■邑

己口一律申》■■

・旬申口車堂■由

己■ＰＣＰ宇口■■ａ

』』口中口や畠

■■■■■■■

』Ｐ■■■心‐》‐‐‐Ｉ‐》１１‐申邑

寺●■功宇■一句→口

阜『■口早一一

つ字画や■中寺争一

口ごｃｐｐ宇口■卓

士ロ。■戸甸字争色色

と一口■》■『一口ロ

■早口■専心ロ

○凸ロ一・口幸早画

“口①●や

●Ｐ●一屯■

ユ』■一つ写‐ロ一

色一国■』●ご■■色凸

一℃一・》‐■一

再幸』茸

阜・凸

■づむで凸口

■唖』』参』・凸

戸』■■

寺弔■■ご

『■草画凸凹宅・

《■凸■字■ぬロー口

■己寺■一『

一口輔己凸』毎

■Ｃｅ七一四口つマロ

■口凸宇一堂

。“ロ幸』

や 色 。 申 》 Ｐ Ｐ Ｐ 凸 《

一．申■』写

字■』■■

■毎画ご

■せで』一

■画

■■●・誼

』』ロ

字声声■画凸由砂・■

■卓也

口車■凸

毎■・

口再｛》■画

Ｐ－→《》』

■毎

■■■やロ字画ご●角■

■凸己■阜今

ロー』』缶卓ロ

ロロ毎口今の凸

凸の一再寺一や

■甲廿写幸宅

一 一 己 ●

凸や』写画一●色■

”毎』■●。

■幸い■■■一旬

一一口■の凸

●ｐ一口■早■■申

”争戸色』■』ロロマ

垂●一画』■

申。＃←守

口や年一》口

角毎回■や唾』申

■ｑ』毎Ｆ■申』戸

口◆●一一口声色

申②■己亭寺

や。－戸七年

』Ｄｐｐ寺寺■

の『

宇由ご一

■凸ロ■ゆロロ早口

』ロー』与凸】毎一口
』《写ロ守口ロロロ

申ローロＰ卓

■』。■専ら一

筆』一宇ＰＧ

ロロロ■Ｐ毎句

点、■”垂』口画つ

ど一Ｆ】一一』寺

一■草画■色凸●口中
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－
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－
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■
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■
｡
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‐
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可
、
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■
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＝
ー

P
■

や
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一
一

一
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‐
一
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函
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－
－
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守
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守
一
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口
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h
■
■

口
一
一
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一
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一
一

ロ

レ
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■
■
‐

■
■
一

色
一
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ロ
ー

マ
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－
－

屯
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■
■

q■

b
4
■

･
再
一

■
ト
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■
Ⅱ
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Ⅱ
韓

色
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＝
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(
注
）
1

『
過
誤
の
内
容
等
｣
の
｢
箇
所
｣
に
は
,
査
証
区
分
,
滞
在
期
間
等
を
記
入
す
る
。

2
旅
券
の
査
証
頁
の
写
し
を
添
付
す
る
。



(
別
記
第
1
3
号
様
式
）

日
本
寵
教
育
機
関
に
係
る
在
留
資
格
淫
定
証
明
害
交
付
状
況
胴
査
票

学
校
名

1
在
留
資
格
認
定
証
明
書
交
付
申
請
（

年
月
期
)
審
査
状
況

H
受
理
件
数

交
付
件
数

終
止
そ
の
他

交
付
率

不
交
付
件
数

0
【。

0
0

I

2
前
学
期
の
留
学
生
受
入
れ
状
況
（

年
月
期
）

前
学
期
の
認
定
証
明
書
交

未
入
学
者
数

除
鰭
者
･
退
学
者
数

付
件
数

（
）

前
学
期
の
認
定
証
明
書
交

付
件
数

除
緒
者
･
退
学
者
数

未
入
学
者
数

（
）

(
注
1
)
総
数
の
職
告
は
､
学
校
名
の
■
に
｢
合
計
』
と
配
麓
の
上
報
告
す
る
こ
と
。

(
注
2
)
救
冑
揖
図
ご
と
の
交
付
状
呪
の
報
告
は
､
学
校
名
の
極
に
救
冑
槍
関
の
名
称
を
記
麟
の
上
､
各
教
冑
機
関
ご
と
に
輯
告
す
る
こ
と
。

(
注
3
)
未
入
学
者
数
の
欄
の
（
）
内
に
は
､
未
入
学
者
と
し
て
報
告
が
あ
っ
た
者
で
､
入
国
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
者
を
未
入
学
者
の
内
数
と
し
て
針
上
す
る
こ
と
。



（
零
暉
笹
坐
）

Ⅸ碑細傅竃滋圃常嗣固軽

梧酌理時友“郡

、
崎

目解呂骨百

刷
吋

叶閑似埋畷

叶菌似匝盟姐鷹圏

蜀
喝

叶痢偶浬酪

ご
』

叶朔似匡田禅嚢畏 蔚

『弱室閣捜埋酪

局
吋

四五導出

』

四
吋

至因悼匹畳

【
己
‘
。

ロ
ロ
。
ロ

一員●■一

｛一容鹿凸

。
。
．
。

寓
毎
寓
一

寓
凸
寓
己

一『一崖一

『号嵐一．

再一屋寺．

貢一再一．

寓一鹿一》

割一再一〕

国
辱
〕

》蓉西一“

ｃ
Ｑ
ｐ

ロ
ロ
ロ

（号匡一〕

戸
番
鹿
兵

葱一再一．畠如左■

（
顛
裡
皇
詮
掬
岬
訓
範
佃
骨
碩
吸
）

騒
榊
涯
弾
國
匝

賦葬承服酋生信昌要 母

（
堤
卦
匪
俳
緋
矩
・
卦
Ｋ
藏
唄
・
朴
Ｋ
）
珈
雰
嘩
埋
似
観
ｅ
画
寒
極
毎

劇+何忽■午伸駅迄 恩

ざ禅囲寵牽昌裏

四塵K･生価

』
的

口
酎

侍蜘鰹臨

臼伽古浬

嵐浬承照醤佐信昌要 善

報
岬
劃
麺
田
骨
碩
頓

臣閣損忽審午律駅牟

四
』

蝉函駆牽昌察

い
《

昭砺片生厄

呼
昌

持蝋憾圃

国釦左■

『一

■海承服室生后呂裏

顧
抑
遼
側
園
巨

刷硝瀬要午律醸聿 二

。《

悼画賦卑国漢

岡晦降注信 ~甲

片蜘際國 邑も

巨叶F唾悟S揮匿伸掻 民

巨叶一匹保e倒臼 い

照忠硬輯 恥

騨は、園飽咋 守

排･半入貿 K e岬鉾 面

慨
鎌
【
ｅ
咋
守
［
腿
巴
一
承

尋陣■函e岬蜂 雲

節ﾛ「



（
守
瞑
管
掌
）

畠醇昼侍目

閏叶頗偶埋際

財頬慨臣■弾■骨

『
匂

息掛頭偶睡Ⅸ

、
四

叶蘭倒臣国悼琶骨

恩劇似埋瞭

へ
蹄

哩丑考尉

、
肉

匝臼姻鹿骨 〈

（
題
懇
極
軽
埋
骨
ｍ
・
騨
卦
蝉
専
・
騨
計
拳
俳
）
珈
雰
畷
襲
似
噸
ｅ
醒
轟
侮
輔

筒口月毎』

〔皇一再一．

○
○
●
。

◎
ロ
。

萬』■一』

（
江
又
口

。
。
。

牢一壱面呉

一
ざ
冨
塁

‐負』寓一

○
口
。

ロ
ロ
。
ロ

一角一厘口‐

『晶一画一．

《品ロ再画哩

一
壱
匿
呈

函
屋
『

○
つ
宮
口

。
。
●
。

●一審屋ら］駒如主甲

（
願
判
ら
鍾
綱
秤
訓
狸
母
蜂
碩
頓
）

毎
郭
■
側
■
至

守
甸

衷蝉木隅冨生依目寮

劇嶺劔塞寺白啄な 思

科弾匝眠牽員戻

冨
酎

四膳降生宙
、
岳

降鯛顧顧

由
』

桓左連

画
『

賦轟涼硬＆生臓呂璽

種
紳
到
富
田
骨
■
状

因
島

剰硝無塞午体串.之

碁胆砿風卑呂璽

い
』

岡.慶降生応

、
皇

降鯛擦亜

灼
呈

埴古軍

閃
』

願轟求龍益生信昌票

［
。
‐
輔
山
岬
耐
唾
・
『
’
一
口

園損凧遍くP体駅転 貢

。
』

剛肛賦葬員璽

凶顔時生|后 聖

降慣濠団 ~

橿針一吹悟e蝉宝紳凝 民

毎叶一匹偶S慨■ や

毎便.■盃凶余 喝

尋･依,■区坤庫 守

働邸.牌S専鉾 局

精
蜂
雨
ｅ
申
寺
【
職
腿
晟

毎撰毎盟e叩鉾 ㈹

印的
ー



(
別
記
第
1
5
号
様
式
）

教
育
機
関
の
重
点
調
査
対
象
校
指
定
報
告

(
作
成
局
名
）

重
点
調
査
対
象
校
指
定
理
由

教
育
機

関
の

名
称

’ 2 3

I

剛皿 口ａ



(別記笛??号楴式）

擬蕊 識鐵乳

○○出入国在留管理局○○支局○○○○部門

‐~．＝='罰1
1

一一 - ﾎﾞ幸電.『ず 芦 ..= 6，▼h2ﾔ ｡

Ｉ
期
日
咽
埼
覗
遡
崎
ｊ
悪
弓
ｊ
顎
ｊ

ｒ

処
山

『

■
哩
厚
．
ｆ
貝
鄙
１
Ｊ
Ｌ
母
国
一
品
９
，

Ｊ‐

一

’

ｂ
■
９
１
Ｌ。
‐
ゞ

・→、例、‐ォ勺・‐づり．，４０：ｉ徴１，哨釧寺瑚勤・＃師１認

、
現

↓

リ罰 ｰ

ざ

予良
6

詠斗

風

‘写◆

瓜
一 壷読

尹冬写
』

罫

坐

I

ｈ

産 ＄

””、 解コーュー幾2.‘＃制蝿当;蕊"蔦，‘､ 塾
！､
GCq

L

謎唾』電'蝿. ．” 蜘晶“輩 ‘’4．‘ 芦

寺
血 酬.己



(別記第23号様式）

上陸審査・口頭審理情報（速報版）

件
一一 二 一 二 一 一 ー 一 一 一 画 一 一 一 一 － － － ＝ ＝ 一 一 一 一 一 ‐ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 一 ー 一 ｰ ｰ ー ｰ ｰ 一 再 ＝ 輯 一 一 一 一 一 ■■ ＝ ＝ ｰ 一 屯 ＝ ー 一 一 ＝ 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 一 ＝ － ■■ 戸 一 一 一 一 ニ ー ー ー ー■ 中 一 一 一 由 一 一 ■ で 一 ウ ー ー 一 ＝ ~ 一 一 － － － － －1 ＝ － － － － ■一

名

事案発生年月日 年 月 日

利用航空機等名

【概要】
■ － － － F ー ■■ ＝ ■ ＝ ■■ ■■ ■ ＝ ■■ ＝ ■ ＝ ー ■■ ■■ ー 歯 一 一 ＝ ■■ ＝ 一 ■ 一 ■■ 一 一 ■■ 一 一 ー ＝ ■ ｰ ■■ ~ ｰ 亀 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 屯 一 口■q■■ ■■ ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 － － ＝ ＝ 一 幸 一

■ ■■■ － ‐ ＝ － ﾛ■ ｰ や 幸 一 ー ｰ ＝ ■■ ■■ ー ー ■' 画 ■■ ー ＝ 草 画 や 一 一 一 園 一 一 一 一 一 ■■ q■ ｰ ｰ ＝ ■■ ＝ ｡ ー ■■ ■■ ー 一 一 一 一 一 一 一 壱 ＝ ＝ ÷ ー ■■ ー 一 画 一 一 一 ＝ 一 一 ■－ － ■■ ＝ 今 q■ ＝ 一 一 一 一 一

■ ＝ 一 一 ■■ ロ■ 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ■ ＝ － － ‐ ‐ ｰ ー ＝ 一 再 再 一 口■ ー 一 ー ＝ ー 一 一 ■■ ‐ ■■ ー － － 戸 軍 一 画 一 一 一 ← ー 一 ー ｰ 一 ＝ ー ー ‐ 一 一 凸 凹 一

ロ ー ー ー ー 。■ 一 一 ｰ 一 再 ＝ 二 一 一 一 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 － 一 一 一 ＝ 一 ー 一 一 ー ■■ 一 一 一 ■■ 一 画 一 一 一 一 一 一 算 一 F 画 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝

■ 一 一 一 ‐ ー 一 ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ＝ ~ 一 一 ー ＝ ＝ 一 一 ‐ ‐ － － ー ＝ 一 一 ← 一・ か 一 一 一 つ ＝ 一 ＝ 一 － － － ＝ 一 一 一 年 一 山 一 一 一 酷 一 一 － 一 一 一 ■一 一 一 一■ ー 一 一 一 ー ー ｰ － ー 一 一

■ － － －－ － － － ＝ 一 － 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 － 一 一 一 一 .■■ － － － － － － － 章 ■■ ー 一 F 一 一 ー 再 ■■ 一 一 一 ■■ 再 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ‐ 一 一 一 ー 一 一 一 一 手 今 曲 ＝ 吟 一 一 再 一 ＝ － ■■ 車

□ ＝ － － － － 一 再 一 ＝ － － － － 一 一 一 一 一 一 一 一 一・ ■■ 一 一 一 一 一 一 ＝ － 一 一 一 一 一 一 一 今 一 一 一 一 一 障 一 一 一 一 一 戸 一 画 ＝ ‐ ‐ 岸 画 一 一 一 色 q■■ ｰ ＝ ■■ 一 一 ■■ ｰ 一 ｰ q■■ ■■ ー ‐ 一 一 ＝ 画

■ 一 一 － 一 ー － － － － 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー － ー ＝ ｰ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｰ ー ー ー ＝ ー ■■ 一 ー 一 ー ー ー 一 一 ← ■■ 一 一 ■■ ー ■■ ■■ 一 一 ー ー ー ＝ ＝ ー 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一

■ ■■ 壺 凸 嵐 一 一 一 一 一 一 ＝ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 竜 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 ー ー ー ＝ ー 一 一 一 国 一 百 一 － － ー ＝ 四 一 回 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ｰ ＝ － － － － － － － 一 面

■ － － － 面 一 一 一 一 再 一 一 一 ｰ ■■ ＝ ー ＝ q■■ 一 一 一 一 ■■ ー ー ー ー ー ■■ 一 一 一 .■ 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ＝ ニ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■■ ー ■■ 一 ー ｰ 園 一 一 ＝ 一 ｰ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー

⑤ 一 一 ＝ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 一 一 二 今 一 一 一 一 一 一 ＝ ＝ 一 一 ー ~ ‐ 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 写 一 一 ー 句 一 一 一 一 一 一 ロー ー 画 一 一 一 一 一 一 一 一 弓 一 ロー ー ロー ー

■ 画 － － － － ＝ ＝ ＝ 輔 ■■ 一 一 一 一 一 ＝ － － － － 一 一 ｡＝■ 一 壷 一 一 ＝ 一 一 一 一 一 ＝■ － － － 一 一 一 一 一 ？ 一 一 ＝ ■■ ＝ ■■ 一 一 七 車 一 一 ■■ ■■ 一 一 コ 争 一 ■■ や ｰ 函 一 一 一 ＝ 一 幸 一 一 ■■ ＝ ー ー ＝ ■■

■ ~ 国 一 一 ■ ＝ ■■ ■口 車 ■■ ■ － － ‐ 1■■ 一 一 一 酉 一 一 一 一 一 ＝ ニ ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 画 一 一 ■ 一 ■■ ー ＝ ■■ ー ■■ ｰ q■■ ＝ ‐ ー 凸 一 円 ＝ ー ー － ー ＝ ＝ F ■■ ー ■■ ■ ー ■■

印 一 ■■ － － － ■■ 一 一 ■■ － － － 一 一 一 一 一 ■■ － － － 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ■■ ■■ ■■ ー 一 一 ｰ ー ー ■■ 再 一 一■ ー ー ー 一 ‐ ｰ ー ー ー ｰ 一 ■■ ■■ ー ■■ 幸 ＝ ■■ ■■ ー ＝ ー ■■ ■■ ＝ ■■ 一 一 ｰ ~ ー

■ － － － ー ■■ ﾛ■ ー ■ ー 勾 一 ＝ ＝ 一 一 幸 一 ＝ ー ＝ ー ■■ ー ■■ ー ｰ 輔 一 と－ － － ｰ 一 一 － ＝ ー ‐ 一 一 一 一 一 一 一 ■■ 戸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ － － 一 ＝ 一 ＝ － － ー q■■ 戸 一 一 一 ‐ 一 一 一 ＝

二

』

。

』

口

二

二

『

ロ

画

一

■

二

一

『

函

再

や

一

】

』

』

１
二
一
画

』

｝

一

Ｆ

幸

・

【

酉

ロ

幸

二

』

Ｐ

』

』

草

一

』

毎

』

一

一

Ｐ

』

一

一

』

』

一

・

七

】

申

』

一

■

一

』

｛

画

。

】

一

』

。

】

『

』

面

一

幸

』

面

』

｝

】

毎

』

己

』

一

』

Ｐ

一

一

一

戸

凸

字

一

一

角

戸

一

二

一

戸

』

声

一

』

一

画

】

凸

一

や 一 F － ~ ‐ ー 一 一 一 一 一 ＝ ＝ 一 一 屯 一 一 一 マ ー ー 一 一 ＝ ー ‐ ← － － 卓 － － ■■ ■■ ﾛ■ 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 ＝ ー 一 一 ＝ 一 一 一 ー 一 一 ー ÷ ー ｰ ~ 閏 ＝ ー ｰ 一 一 ー ｰ ー 一 一 ー ■■ ー ■■ ■■ ＝ ＝

頁 一 再 一 一 一 一 一 一 一 ■ﾛ■ 画 一 一 一 一 ■■■ － ■■ 壷 一 一 一 一 一 一 ー - － 一 一 一 一 一 ー ＝ 一 ｰ ‐ ＝ ■■ 一 ■■ ー ■■ ー ＝ ＝ ＝ ー ＝ ■■ ー ■■ ー ー 一 ■■ ~ ー ＝ ー 今 一 一 一 一 一 一 ■ ■■ 一 － 一 一 ｰ ー ■■ ＝ ー

ー 一 一 ～ ､ 一 ＝ ■一 一 一 一 ー ー ー ー ﾛ■ ー ー ー ＝ 一 ー 戸 一 一 戸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ 一 一 一 一 一 一 画 一 一 ｰ 一 一 ｰ 吟 一 一 一 一 一 ■■ ■■ ■■ 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一

作成庁名

作成年月日

出張所局・支局

月 日

部門

年

備 考
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(注）1 適宜賢料等を添付すること。

2 送付先は，本庁（出入国管理課)，成田空港支局，中部空港支局 関西空港支局，羽田空

港支局，広島・福岡・那覇・仙台の各空港出張所，千歳苫小牧出張所とするほか，事案の

内容に応じ他の地方出入|玉I在留管理官署へ送付する。
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(
別
記
第
2
7
号
様
式
）

出
入
国
在
留
管
理
局

支
局

月
分
）

（
年

機
構
へ
の
通
報
件
数

機
構
か
ら
の
通
報
件
数

別
配
3
9
号

嗣
配
4
0
号

別
館
3
7
号

別
|
配
3
B
号

別
配
3
5
号

別
配
3
5
号

別
記
3
4
号

別
記
3
2
号
別
記
3
3
号

別
記
3
1
号

不法残留に係る通報

人身取引の加害者に係る通報

強制帰国に係る通報

不法就労助長行為に関する通報

不法就労助長行為に関する通報（申鯖）

偽誕造文書の行使答に係る通報

退去強制事由該当者に係る通報

技能実習生の収容に係る通報

撮構が頂じた措温に係る通報

人身取引の被害者に係る通報

在留特別肝可を受けた外国人に係る通報

鰹止処分となった外国人に係る通報

退去強制となった外国人に係る通報

空海港における強制帰国の意思表示に係
る通報

放免となった外国人に係る通報

偽変造文書の行使等に係る通報

人身取引の被害者に係る通報

行方不明者の所在に係る通報

実習内容の技能実習計画との翻翻に係る
通報

不法就労助長行為に係る通報

一旦帰国期間の技能実習計画との創鰐に
係る通報

経歴の盟認に係る通報

ー

合 i
汁 I」

(注
）
別
記
第
3
9
号
様
式
に
つ
い
て
は
，
提
供
し
た
情
報
ご
と
に
件
数
を
入
力
す
る
こ
と
｡



別
記
第
2
8
号
様
式

技
能
実
習
生
の
出
国
意
思
確
認
に
係
る
集
計
表
(
○
○
局
･
支
局
）

W
園
意
思
確
認
件
数
(
●
●
局
･
支
局
）
斑
感
恩
確
哩
L
た
出
入
唾
港
を
管
館
す
る
地
方
局
･
支
局
で
作
成

頭
匪
敷
く
う
ち
申
告
を
)
|
…

露
n
l
う
型
●
港
(
う
ち
申
書
老
'
|
E
g
g
忠
窪
卑
壁
】
|
う
ち
●
●
窪
(
う
ち
申
告
令
)
|
う
ち
●
●
遷
《
う
ち
申
色
令
>
!
う
ち
Q
g
忠
《
う
ち
帖
審
】
|
|
う
ら
●
●
港
(
う
ち
中
含
営
)
|
!
泥
●
●
淫
(
粥
申
告
寺
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ぢ
申
告
希
】
l
う
ち
中
進
(
う
ち
“
君
）

…
■
■
ﾛ
■
■
■
｜

旧
■
■
■
■
■
|

･|
|_

I
ロ
■
■
■
■
|

||
I

II
-

｜
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ﾛ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

’
｜’

月 月 月 月 月 月

電霊》露需麺
ｏ Ｏ Ｏ ｏ Ｏ Ｏ
ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

》一鞆７

月

年

ｍ－ｍ
Ｏ

Ｏ

月 月
０ １
１ １

年 年
Ｏ Ｏ
Ｏ Ｏ

月
２
１ 針
年 合
Ｏ
○

帰
国
を
蓋
制
さ
れ
て
い
る
旨
怠
思
表
示
を
し
た
者
の
状
況
(
⑭
轡
局
･
支
局
）
※
出
入
国
潅
か
ら
通
報
を
受
I
ﾅ
た
地
方
局
･
支
局
で
作
醜

閣
係
握
闘
へ
の
通
報

技
能
実
習
生
の
身
分
事
項
等

通
報
峨
配

〆

確
麗
時
の

枯
罷

通
組
内
容

通
鰯
日

通
報
先

在
留
驚
格
在
留
期
限

生
年
月
日

四
頭
･
地
填

氏
4
2

身
柄
の
極
旺

闘
入
に
脇

訓
帳
受
亜
日
竃
厚
面
正
目

出
国
|

2
0
1
6
"
"
|
|
o
O
労
■
n
l
l
只
金
不
弘

帰
宅
|

2
0
I
O
/
W
1
1
1
o
o
■
幕
■
｜
暴
行

唖一密

廻唾一
》函Ｉ
廻一’二
唾ｒ一
二画壷 ４５ｌ６ｌ７８ｌ９ｌⅧ｜Ⅶ｜腫一溜一脾一幅一



別
記
第
3
0
号
様
式

特
定
技
能
外
国
人
に
対
す
る
出
国
意
思
確
認
状
況
（
○
○
局
・
支
局
）

出
国
意
思
確
認
件
数
（
●
●
局
・
支
局
）

※
意
思
確
認
し
た
出
入
国
港
を
管
轄
す
る
地
方
局
.
支
局
で
作
成

確
昆
総
敬
〔
う
ち
申
告
者
)
｜
う
ち
●
●
漣
〈
う
ち
申
告
者
)
|
I
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
潅
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
泡
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
)
|
う
ち
●
●
港
(
う
ち
申
告
者
）

○
○
（
○
）

｜’

月 月 月 月 月 月明唄明月 月 月
４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３，十

眸酵醇醒醇醇麺罰詞醇醇醇部
○○○○○○ｍｍ、○○○

帰
国
を
強
制
さ
れ
て
い
る
旨
意
思
表
示
を
し
た
者
の
状
況
（
●
●
局
・
支
局
）

※
出
入
国
港
か
ら
通
報
を
受
け
た
地
方
局
･
支
局
で
作
成

| '
関
係
機
関
へ
の
通
報

通
報
状
況

特
定
技
能
外
国
人
の
身
分
事
項
等

｜ ｜ ’

確
課
時
の

措
潭

生
年
月
日

出
入
国
港

在
留
資
格

在
留
期
限

通
報
内
容

意
思
確
配
日

氏
名

身
柄
の
状
態

通
報
日

通
報
先

通
報
受
理
日

国
籍
・
地
域

20
15
/5
/2
1

20
16

/5
/1
1
●
●
空
港
I

出
国

’
｜
▲
▲
港
｜
出
国
撤
回

鶚
吟
淵
際
調
脾
票

喝一君

１ｌｌ２ｌ３ｌｌ４－５ｌ６ｌｌ７ｌ８ｌｌ９ｌｌｍ－－ｕ｜｜狸一週一一皿一一躯



別
記
第
3
1
号
の
1
様
式

特
定
技
能
所
属
機
関
が
労
働
､
社
会
保
険
及
び
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
在
留
資
格
豚
定
証
明
書
交
付
申
暗
不
交
付
件
数

年
月

分
）

判
定
特
色
『
こ
係
る
在
■
寅
格
煙
古
座
■
香
不
文
付
件
敏
(
特
定
技
陵
所
風
口
固
I
垂
も
労
■
2
世
倉
鼻
唾
鯉
口
毘
嘩
?
率
主
ら
不
塞
卸
(
?
●
■
･
●
●
文
■
》

挫
在
■
資
限
面
秀
孟
扇
画
素
交
付
と
し
だ
通
方
■
-
.
支
局
に
寡
、
て
作
唾
す
る
こ
と
(
■
:
F
の
出
蒐
所
の
件
蝕
極
り
ま
と
め
た
上
石
城
告
す
る
こ
と
･
〕
・

峯
不
交
付
本
由
が
複
蝕
項
目
に
険
固
す
る
唱
合
は
-
そ
れ
ぞ
れ
を
各
T
件
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
｡

姻
噌
■
■
盛
令
車
反

牡
負
■
■
玉
令
五
反

労
■
■
■
威
令
■
圧

百
両
元
庁
-
-
T

■
人
声
宣
全

■
用

塾

瞥

墾霊
‐」ｌｌｌ

・掴
正
氏

庫
生
年
金
･
■
申
p
H
国
■
用
潅
■
所

骨
計

原
旺
年
金
･
■
中
■
詮
目
1
用
宰
亜
所

四
砥

田
方
皿

四
組

珀
方
段

そ
の
他

そ
②
他

呼
顧
■
■
舎
伽

入

勇
再
■

宋
蛤

そ
の
■

識
H
器

埋
エ
室
凹

■
■
暦
日
硬
丑
ぴ

田
岡
■
■
層
盟

里
皀
階
岡
臣
■
ぴ

■
■
杓
風
盾
■
且

負
萌

烈
艮
■
及
び
池

方
埆
貝
醒
朗

■
人
位
四
牽

軸
画
西
中
■
ゆ

未
岫

飼
黄
■
及
び
地

方
嗣
頁
四
余
m

途
人
性
便
巳
血

鮒
■
車
且
■

与
塑
、
‐

■
■
里
宇

夫
岫

固
艮
年
金

令
姉
_
型

回
艮
年
全

土
輪

国
F
■
申
■
■

津
蜘
入

印
生
年
食

宋
鋪

耳
生
年
金

麹
入

空
与
曳
宋
槍

櫓
段
段
宋
朗

塵
ﾒ
ｰ
ｰ
酌

｜ I

I

H
介
随

I

一

’
’

’
ロ

ﾋ
”
ﾘ
ｰ
ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ

0

’
予
画
■
且
凶
曹
■

I

’
｜

’
’

■
彼

’

’
ロ

I
■
四
・
P
■
T
白

｜ ’
一

0

日
n
京
■
■

I

｜
｜
’

0
賦
宣

I

’
’

0

宙
誼

’

’

’
｡

圃
画
■
壷
過
■

I

I
I

’ 1 1
’

ﾛ

畝
ヨ

’

’
'

0

’
I

■
■

I
’

’
’

6

■
声

｢
－

卜
1

'

I

’
’

詑
刷
且
旧
■
ロ

I
I

｜ ’
0

外
食
室

’

’
一
一

’
I

卿
■

「
’

’

0

木
材
度
禽

@
0

、
0

［１

｡
｡

0
｡

0
0

0
0

0
0

0
0

0
｡

【Ｉ．

0
｡

合
計

ロ
I



「

別
配
第
3
1
号
の
ｸ
樺
言

特
定
持
飽
所
国
撹
関
が
労
働
､
社
会
保
険
及
び
租
税
に
関
す
る
法
令
の
煙
史
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
在
留
資
柄
妄
寅
時
可
申
麟
不
許
可
件
敵

《
年

月
甜
）

H
”
画
に
■
琴
寵
陪
寅
史
干
肝
可
件
■
【
特
函
■
痔
■
F
■
I
~
よ
る
労
■
･
衿
舍
■
彼
｡
■
角
醒
簸
令
壷
庁
に
よ
る
挿
可
>
(
●
●
局
･
●
●
蛆
)

来
在
田
厨
律
ウ
■
不
時
可
と
1
丸
錘
方
牙
文
月
に
お
L
,
て
作
醇
崔
と
(
惇
下
の
出
”
の
懸
趣
り
蝕
め
た
上
軍
飾
る
こ
と
.
)
．

嵐
千
時
唾
由
郎
桧
琿
日
に
睦
■
す
“
合
は
､
そ
れ
ぞ
れ
■
各
1
鐸
て
計
上
す
る
こ
と
．

三

峠
課
■
■
直
令
■
且

卿
公
＆
ー

●
■
■

5
1
〒
:
~
I
■
盛
令
＝
■

元
…

T
－
－
~
~
－
－

毒
卜
．

■
人

■
人
車
唾

所 屡

一応
》蓉
庫 一

■
生
毎
台
b
■
“
■
■
、
,
E
E
B
食
用

l
■
F
h
I

厘

塞
|
理
…

露
I
‐

1
,
q

L
f
I

置
石
,
Ⅱ
’
1

…

垂
…

i
唖

囲
溜
醗
遡
癖

|
･
窓
|
国
謡
堕
|
･
輿
器
醒
’

■
曳
匁
台

卓
や
、

…
篁

や
P
ユ
ー

~
悪
一

車
生
年
■

‐
錘

宜

雲
年
史
■

里
景
子

■
戸
』
■
■
■
■
b

粂
竺
J
､

図
画
悪
国
喰

扇
便
座
■
ぴ
■

方
周
負
巴
一

垂
且
蝿
艮
代
金

菌
掌
_
』
一
角

酔
匡
今
酋

|
副
－
1
，
~
Z
】
Z
．

－ |｜
’

｜
’

’
’

’
」

｜ ’
ピ
”
ｰ

グ

’

’
1 1 1

’
’

’
｜
工
■
■
ヱ
■
毎
■

F
－
－
－
-

！
■
肢

’

’
1 1

’
’

’
'

Q
■
や
■
守
血

’
’

’
~
1
－
王
］
1
－

’

皿

’
，
ト
ニ
ー

｜
’

~
T
_
エ
ユ
『
~
F
弓

’
｜ ｜ ’

~V
~,

’

’
’ 1 I

し

’ 1
_
|
一

’

皇
粛

I I

|
虞
…
n
．

Li
里_

‐
|
雲

|

I
｜ ’

’
｜ ’

I
I

’

’
’

’
函

’

I
木
軒
画

’
’ 1

i-
ni

i



別
記
第
3
1
号
の
3
様
式

特
定
技
能
所
■
樹
関
が
労
働
､
村
令
保
険
及
び
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
在
留
期
間
更
新
許
可
申
鯖
不
貯
可
件
数

側
戸
姉
■
に
怪
る
在
■
■
面
更
贋
不
時
可
昇
敷
(
竹
定
披
■
所
且
■
歴
I
幸
る
労
伍
･
杜
食
伍
亜
･
晒
侮
■
■
燈
令
■
反
に
よ
る
不
勝
可
)
<
●
●
局
･
●
●
文
■
】

彊
在
■
阿
唄
更
■
不
眠
可
と
し
た
地
方
■
･
支
局
に
出
い
て
作
成
す
る
こ
と
(
■
下
の
出
■
尿
の
件
武
L
取
り
ま
と
め
た
上
で
■
告
す
る
こ
と
.
】
.

園
不
時
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別
配
第
3
2
号
の
1
様
式

特
定
技
能
外
国
人
が
社
会
保
険
(
国
民
健
康
保
険
又
は
国
民
年
金
保
険
)
及
び
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
在
留
資
格
変
更
許
可
申
請
不
許
可
件
数
年

月
分

特
定
技
能
に
係
る
在
留
資
格
変
更
不
許
可
件
数
(
特
定
技
能
外
国
人
に
よ
る
園
民
年
金
･
国
民
健
康
保
険
納
付
種
蕊
違
反
に
係
る
不
許
可
及
び
納
税
稜
務
違
反
に
係
る
不
許
可
等
)
(
●
●
局
･
●
●
支
局
）

※
在
留
資
格
変
更
不
許
可
と
し
た
地
方
局
･
支
局
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
(
管
下
の
出
張
所
の
件
数
も
取
り
ま
と
め
た
上
で
報
告
す
る
こ
と
｡
)
。

※
不
許
可
事
由
が
複
敷
項
目
に
駿
当
す
る
場
合
は
い
そ
れ
ぞ
れ
を
各
1
件
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
。

納
税
義
務
違
反
に
よ
る
不
許
可

国
民
年
金
･
国
民
健
康
保
険
に
係
る
不
群
可

小
計

(
男
女
比
）

地
方
説

型
税

国
民
健
康
保
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民
侭
康
保
険
｜
国
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未
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年
金

閂
.
汁

鵠
鶏
興
|
消
興
説
及
び
埴
方
潤
費
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未
納

頭
東
所
碍
浸
及
び
覆
興

特
別
所
得
説
未
納

竃
戻
険
一

陀
申
告
所
得
￥

特
別
所
＃

国
民
年
金

未
納

固
尾
値
匿
保
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未
加
入

国
民
年
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未
加
入

個
人
住
民
税
未
納

相
続
税
未
納

贈
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未
納

税
未
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男
女

女
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女
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別
記
第
3
2
号
の
2
様
式

特
定
技
能
外
国
人
が
社
会
保
険
(
国
民
健
康
保
険
又
は
国
民
年
金
保
険
)
及
び
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
在
留
期
間
更
新
許
可
申
請
不
許
可
件
数

年
月
分

特
定
技
能
|
こ
係
る
在
留
期
間
更
新
不
許
可
件
数
(
特
定
技
能
外
国
人
に
よ
る
国
民
年
金
･
国
民
健
康
保
険
納
付
義
務
違
反
に
係
る
不
許
可
及
び
納
税
義
務
違
反
に
係
る
不
許
可
等
)
(
●
●
局
･
●
●
支
局
）

※
在
留
期
間
更
新
不
胖
可
と
し
た
地
方
局
･
支
局
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
(
管
下
の
出
張
所
の
件
数
も
取
り
ま
と
め
た
上
で
報
告
す
る
こ
と
｡
)
。

※
不
許
可
事
由
が
複
数
項
目
に
該
当
す
る
場
合
は
､
そ
れ
ぞ
れ
を
各
1
件
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
。

国
民
年
金
･
国
臣
侭
麿
保
険
に
係
る
不
辞
可

納
税
鞍
詫
違
反
に
よ
る
不
鮓
可

小
計

(
男
女
別
〕

地
方
税

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

堅
瞬

合
計

圃未一
戻
国 ゞ男

腰 女

聯Ｉ
Ｆ牌

金 女
年紬ｌ
民未
国

男
壹

一

可釧
鞭’
一 男

康
保
険
一

肋
源
泉
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
未
納

申
告
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
未
納

滑
寅
税
及
び
地
方
消
費

種
未
納

相
統
税
未
納

個
人
住
民
税
未
納

贈
与
税
未
納

未
加
入

未
未
加
入

ﾖ
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女
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別配第33号様式の1

違反内容別｢特定技能所属機関に対する指導勧告書交付件数』
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別配策33号橡式の2

特定産案分野別『特宗柱能所員捲関に対する指導勧告香交付件数」

蕊
ご'

.W.f守年

已

蕊蕊,ナシu:ヤ





別記第33号様式の3

違反内容別｢登録支援機関に対する指導勧告書交付件数」

識
･キ ーq冒

一岳‘I1L~*

1

我

一涙迩

鍔§
謬鳶一賛 篭





別
記
第
3
4
号
様
式

統
計
表
(
｢
技
術
･
人
文
知
織
･
国
際
業
務
』
及
び
｢
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
｣
関
係
）

【
令
和
6
年
度
･
在
留
資
格
変
更
許
可
申
請
及
び
在
留
資
格
取
得
許
可
申
請
用
】

O
○
入
国
管
理
局
･
支
局

○
○
部
門

『
技
術
･
人
文
知
職
･
国
際
集
務
」

※
腫
定
学
科
修
了
証
明
書
の
提
出
が
あ
っ
た
案
件
の
み
対
象

四
三
E
唖
＝
再
三
E
唖
■
宜
詔
三
E
蝿
■
ロ
ー
E
】
畷
■
’
8
月
処
分
’
四
言
圃
醗
■
|
1
0
月
処
分
|
|

1
1
月
処
分
|
|
1
2
月
処
圀
■
|
1
月
処
分
1
2
月
処
分
｜
画
二
E
J
鴎
1

許
可
件
数

不
許
可
件
数

0
[01

ロ
0

:。
0

h】
0

、
0

I
0

資
格
該
当
性
な
し

専
攻
科
目
と
業
務
と
の
関
連
性
な
し

(
注
1
）
「
技
術
･
人
文
知
識
･
国
際
業
務
｣
に

つ
い
て
は
､
申
請
に
お
い
て
｢
認
定
学
科
修

了
証
明
書
｣
の
提
出
の
あ
っ
た
案
件
の
み
を

対
象
と
し
､
在
留
資
格
変
更
不
許
可
処
分
又

は
在
留
資
格
取
得
不
貯
可
処
分
と
し
た
も
の

は
､
そ
の
理
由
ご
と
に
計
上
す
る
こ
と
。

そ
の
他

申
請
取
下
げ
又
は
終
止

職
0

鰄
樹
0

孵
囎
,

凸 ;'
m

o
’

| ’
0

噂
0侭

胸
k

←守山判曲

華

O
’

合
計

識
》
‘
O
鵬
"
＃

1
0

0
0

0
0

(
注
2
）
「
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
｣
に

つ
い
て
は
､
在
留
資
格
変
更
許
可
処
分
又

は
在
留
資
格
取
得
許
可
処
分
し
た
も
の
を
、

申
請
人
の
学
歴
(
特
定
活
動
告
示
別
表
第

1
1
の
第
1
号
ハ
又
は
こ
の
い
ず
れ
に
該

当
し
て
い
た
の
か
)
ご
と
に
計
上
す
る
と
と

も
に
､
不
許
可
処
分
と
し
た
も
の
は
､
そ
の

理
由
ご
と
に
計
上
す
る
こ
と
。

｢
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
」
※
許
可
件
数
は
学
歴
ご
と
に
計
上

E
ﾘ
ﾆ
E
砥
■
’
5
月
処
分
｜
画
ﾆ
ﾛ
ﾜ
畷
】

正
E
躍
垂
■
調
三
m
湯
■
国
麺
醗
■
｢
1
~
O
月
処
分
|
|

1
1
月
処
分
|
|
1
2
月
処
分
|
|
1
月
処
分
l
1
2
月
処
分
|
1
3
月
処
分

許
可
件
数

短
大
(
専
門
磯
大
学
前
期
課
程
含
む
）

又
は
高
等
専
門
学
校
卒
(
1
号
ハ
）

’
専
門
学
校
卒
(
高
度
専
門
士
)
(
1
号
二
）

不
許
可
件
数

0
0

0
0

0
0

0
<0】

【0：
:q

0
、

(
注
3
)
在
留
資
格
変
更
許
可
申
請
及
び
在

留
資
格
取
得
許
可
申
請
の
処
分
件
数
を

合
算
し
た
上
で
記
入
す
る
こ
と
。

資
格
該
当
性
な
し

そ
の
他

申
請
取
下
げ
又
は
終
止

(
注
4
)
い
ず
れ
の
在
留
資
格
も
､
在
留
期
間

更
新
許
可
申
請
に
係
る
処
分
件
数
の
計
上

は
不
要
。
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弓
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零
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0
o
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統
計
表
(
『
技
術
･
人
文
知
繊
･
国
際
業
務
｣
及
び
｢
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
｣
関
係
）
【
令
和
6
年
度
･
在
留
資
格
麗
定
証
明
書
交
付
申
請
用
】

O
O
入
国
管
理
局
･
支
局

O
O
部
門

｢
技
術
･
人
文
知
繊
･
国
際
業
務
」

※
隠
定
学
科
修
了
証
明
害
の
提
出
が
あ
っ
た
案
件
の
み
対
象

Z
賑
E
"
|
5
月
処
分
|
|
6
月
処
分
｜
画
三
m
唾
■
…
即
哩
画
面
ﾆ
ﾛ
…
■
匪

睡
■
|
~
~
1
~
1
~
R
廼
牙
1
1
1
2
月
処
分
|
画
冒
剛
函
画
三
E
E
H
I
3
月
処
分

交
付
件
数

不
交
付
件
数

0
:0】

0
0

0
0

0
0

[q
0

0
【I】

資
格
該
当
性
な
し

専
攻
科
目
と
業
務
と
の
関
連
性
な
し

そ
の
他

申
請
取
下
げ
又
は
終
止

醐舞
0

1
師

蕊
0

0
＆

0
凶

合
齢

0
0

0
0

0
0

0
0

｜
｢
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
」
※
貯
可
件
数
は
学
歴
ご
と
に
計
上

(
注
1
）
「
技
術
･
人
文
知
識
･
国
際
業
務
｣
に

つ
い
て
は
､
申
請
に
お
い
て
｢
認
定
学
科
修

了
証
明
書
｣
の
提
出
の
あ
っ
た
案
件
の
み
を

対
象
と
し
､
在
留
資
格
認
定
証
明
書
不
交
付

処
分
と
し
た
も
の
は
､
そ
の
理
由
ご
と
に
計

上
す
る
こ
と
。

囮
菖
m
■
「
5
月
通
分
1
1
~
6
~
月
処
分
|
|
~
~
7
月
処
分
|
l
8
月
処
分
1
画
三
画
酷
＝
画
呵
三
E
唾
■
|
1
1
月
処
分
|
■
画
言
B
唾
■

田
ﾆ
Z
I
H
H

2
月
処
分
’
’
3
月
処
分

交
付
件
数

短
大
(
専
門
魔
大
学
前
期
課
程
含
む
）

又
は
高
等
専
門
学
校
卒
(
1
号
ハ
）

専
門
学
校
卒
(
高
度
専
門
士
)
(
1
号
二
）

不
交
付
件
数

0
0

0
0

0
Ⅱ

0
0

【0：
p】

’
0

0
(
注
2
）
「
特
定
活
動
(
告
示
第
4
6
号
)
｣
に

つ
い
て
は
､
在
留
資
格
浬
定
証
明
書
交
付

処
分
と
し
た
も
の
を
､
申
鯖
人
の
学
歴
ご
と

(
特
定
活
動
告
示
別
表
第
1
1
の
第
1
号
ハ

又
は
二
の
い
ず
れ
に
該
当
し
て
い
た
の
か
）

に
計
上
す
る
と
と
も
に
､
不
交
付
処
分
と
し

た
も
の
は
､
そ
の
理
由
ご
と
に
計
上
す
る
こ

と
。

資
格
該
当
性
な
し

’
そ
の
他

’ 1
申
請
取
下
げ
又
は
終
止

■1

懸
騨
O

則
笹｡

《４

→ｎＵ

ﾙー

0
0

合
齢

0
0

0
0

0
0

0
0
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別記第35号様式 ○○出入国在留管理局（○○支局）

令和7年○月

【記入要領】
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